
第一九三回 

衆第一二号 

   電波法の一部を改正する法律案 

 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）の一部を次のように改正する。 

 第二十五条第一項中「、総務省令で定める無線局を除き」を削り、「のうち総務省令で

定めるものを」を「を、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第

四十二号）第五条の規定を参酌して総務省令で定める事項を除き、」に改める。 

 第二十七条の十九中「第百三条の二第四項第二号」を「第百三条の三第一項第二号」に

改める。 

 第三十八条の十一第一項中「第百三条の二第三十七項」を「第百三条の二第二十七項」

に改める。 

 第五十三条中「第百三条の二第四項第二号」を「第百三条の三第一項第二号」に改める。 

 第九十九条の十一第一項第一号中「並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項

（電波利用料の徴収等）」を「、第百三条の二第一項（算定基準）並びに同条第三項（金

額の定めに係るものに限る。）及び第四項（金額の定めに係るものに限る。）（電波利用

料の額）」に改める。 

 第百三条第二項中「この項」の下に「及び次条第六項」を、「除く」の下に「。次条第

六項において同じ」を加える。 

 第百三条の二第一項中「別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げ

る」を「総務省令で定める算定基準に従い総務大臣が決定する」に改め、同条第二項を次

のように改める。 

２ 前項の総務省令は、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件、電波の利用に係る経済

的負担の程度等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるよ

うに定められなければならない。 

 第百三条の二第三項から第十一項までを削り、同条第十二項中「に係る全て」を「（第

七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波

数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。以下この条及び第百三条の三第一項第七号

において同じ。）に係る全て」に、「満了日の」を「旧割当期限の満了の日（以下「満了

日」という。）の」に改め、「（以下この項において「開設特定免許等不要局数」とい

う。）」を削り、「当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込

まれる費用（第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数

終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対し

て補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。）の二分の一

に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務

に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政

令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た」を「総務



省令で定める」に改め、同項を同条第三項とし、同条第十三項中「及び第二十一項」を

「及び第十一項」に、「当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了

対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設され

ると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設

備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機

能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数（当該無線設備

のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中における

その機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれ

るものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。

第二十一項後段において同じ。）を乗じて得た」を「総務省令で定める」に改め、同項を

同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。 

５ 前二項の総務省令で定める金額は、特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局

を開設する者が受ける利益を勘案して定めなければならない。 

６ 第一項の規定は、地震等が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命

の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は第百

二条の二第一項各号に掲げる無線通信を行う無線局のうち、当該地震等による被害の発

生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるもの

であつて、臨時に開設するものの免許人等には、当該無線局に関しては適用しない。 

 第百三条の二第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項中「、第二項、第五項及び第

七項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十七項中「包括免許人等」を「総務省令で

定める者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十八項を同条第九項とし、同条第十九

項を削り、同条第二十項中「第十三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同

条第二十一項中「第十三項」を「第四項」に、「政令で定める金額に予納期間において表

示を付した無線設備の数を乗じて得た」を「総務省令で定める」に改め、同項を同条第十

一項とし、同条第二十二項中「第二十項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、

同条第二十三項を同条第十三項とし、同条第二十四項を同条第十四項とし、同条第二十五

項中「第二十七項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十六項を

同条第十六項とし、同条第二十七項中「第三十五項」を「第二十五項」に、「第三十七

項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十八項を同条第十八項

とし、同条第二十九項を同条第十九項とし、同条第三十項を同条第二十項とし、同条第三

十一項中「第二十五項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第三十

二項中「第二十五項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第三十三

項中「第三十一項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第三十四

項中「第三十一項」を「第二十一項」に、「第二十五項」を「第十五項」に改め、同項を

同条第二十四項とし、同条第三十五項を同条第二十五項とし、同条第三十六項中「第二十

七項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十七項中「第二十七



項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十八項を同条第二十八

項とし、同条第三十九項中「第三十七項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九

項とし、同条第四十項中「第二十七項」を「第十七項」に改め、同項第二号中「第三十二

項」を「第二十二項」に、「第三十六項」を「第二十六項」に改め、同項第三号中「第三

十五項」を「第二十五項」に改め、同項第四号中「第三十七項」を「第二十七項」に改め、

同項を同条第三十項とし、同条第四十一項を同条第三十一項とし、同条第四十二項を同条

第三十二項とし、同条第四十三項を同条第三十三項とし、同条第四十四項中「第四十二

項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第四十五項中「第十七

項」を「第八項」に改め、同項を同条第三十五項とする。 

 第百三条の三第一項本文中「金額」の下に「の一部」を加え、「電波利用共益費用」を

「次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的と

して行う事務の処理に要する費用」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加え

る。 

 一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査 

 二 総合無線局管理ファイル（全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条

の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七条の二十九第二項及び第三

項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の

免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。）の作成

及び管理 

 三 周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数

への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備

の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用

する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術

を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外

国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析 

 四 電波の人体等への影響に関する調査 

 五 標準電波の発射 

 六 特定周波数変更対策業務（第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策

機関に対する交付金の交付を含む。） 

 七 特定周波数終了対策業務 

 八 現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信につ

いて、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利

用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率

的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると

認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備

（当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設



備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。）の整備のための補助金

の交付 

 九 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線

通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信

の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備（当該設備と一体として設置され

る総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要

な工作物を含む。）の整備のための補助金の交付その他の必要な援助 

  イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要

な伝送路設備 

  ロ 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備 

 十 前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無

線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を

可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付 

 十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行

う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必

要な援助 

 十二 電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 

 第百三条の三第二項を削り、同条第三項中「前条第四項第三号」を「前項第三号」に改

め、同項を同条第二項とする。 

 第百十六条第二十五号中「第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又

は第二十一項」を「第百三条の二第三項、第四項又は第十一項」に改める。 

 附則第十五項中「第百三条の二第四項」を「第百三条の三第一項」に改める。 

 別表第六から別表第八までを削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 

 （電波監理審議会への諮問） 

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法

（以下「新法」という。）第百三条の二第一項、第三項（金額の定めに係るものに限

る。）又は第四項（金額の定めに係るものに限る。）の規定による総務省令の制定のた

めに、電波監理審議会に諮問することができる。 

 （電波利用料に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の日前に免許又はこの法律による改正前の電波法第二十七条の十

八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第三項及び第四

項の規定は、この法律の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定す



る応当日（以下この条において単に「応当日」という。）以後の期間に係る電波利用料

について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

 （特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部

改正） 

第五条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律

（平成十三年法律第百十一号）の一部を次のように改正する。 

  第三十四条中「第百三条の二第十三項」を「第百三条の二第四項」に、「第二十項か

ら第四十五項まで」を「第十項から第三十五項まで」に改める。 

 （検討） 

第六条 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、電波の有効利用を一層促進する観点

から、新法第二条第五号に規定する無線局の免許及び新法第二十七条の十三第一項に規

定する開設計画の認定についての競争による申請者の選定の制度の導入その他電波の有

効利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 



     理 由 

 電波の有効利用を促進するため、無線局に関する情報の公表の対象となる事項の範囲を

拡大するとともに、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されることとする

必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


